
 

 

 

 

 

公的統計品質向上のための 

特別検討チームの審議状況について 

 （報告） 
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令 和 ４ 年 １ 月 2 6 日 

企 画 部 会 

 
公的統計品質向上のための特別検討チームの設置について 

 

１ 公的統計全般に対する早期の信頼回復及び総合的な品質向上のために、以下の事項について

の検討を機動的、効率的かつ集中的に行い、検討結果を企画部会に報告するため、同部会の

下に「公的統計品質向上のための特別検討チーム」（以下、「特別検討チーム」という。）

を設置する。 

 

・ 国土交通省の建設工事受注動態統計調査において発生した問題の検証を踏まえた、政府

統計全体の課題抽出 

・ 全府省の基幹統計調査の集計プロセスにおける重大リスク事象に関する点検（これまで

の事象の原因分析に基づく重点（Risk Based）点検） 

・ 公的統計における重大リスク事象の未然防止、早期発見、発見後のリスク対応、そのた

めに必要とされる統計作成プロセスのデジタル化、人材育成を含む公的統計の総合的な品

質向上のための対策 

 

２ 特別検討チームの構成員は、別紙のとおりとする。 

 

３ 特別検討チームの座長は、議事に関係があると認めた者の参加を求めることができる。 

 

４ 特別検討チームの会合に係る議事概要は、事務局で取りまとめ、ホームページ上で公表する。 

 

５ その他特別検討チームの運営に関して必要な事項は、特別検討チーム座長が定める。 

  

    （別紙） 

公的統計品質向上のための特別検討チーム構成員 

 

座長 川﨑  茂 委 員 （日本大学特任教授） 

     清原 慶子 委 員 （杏林大学・ルーテル学院大学客員教授） 

     篠  恭彦 臨時委員（日本能率協会審査登録センター専任審査員）  

     清水 千弘 臨時委員（日本大学教授） 

     細川  努 専門委員（総務省デジタル統括アドバイザー） 

 

※ オブザーバー 

・椿 広計 委員長（大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構理事 

情報・システム研究機構統計数理研究所長） 

※ 審議協力者 

・鈴木和幸（電通大名誉教授） 

・鈴木督久（日経リサーチシニア・エグゼクティブ・フェロー） 

・下野僚子（東京大学特任講師） 

１月 26 日 統計委員会資料（一部追加記載） 



 

第１回会合で提起された課題、統計行政新生部会報告を踏まえて開始した政府の取組の対応表 

第１回会合で提起された課題 
統計行政新生部会報告（R1.12）を 

踏まえて開始した政府の取組 

【①トップマネージメントの品質管理の重要性の認識】  

■ 品質確保の重要性に対する幹部の認識 

・品質確保のために必要な要素としては、 

Ｓ（Safety・安全・疲労） 

Ｌ（Legal compliance・公的統計の場合、まず統計法） 

Ｑ（Quality・正確さ）Ｄ（Delivery・納期）Ｃ（Cost・予算） 

があり、それらの中でのプライオリティーを明確化すべき 

■ 品質優先の組織文化の形成、風通しの良い職場環境の醸成 

■ 品質優先の意識・行動に向けた職員の動機付け、自発性の奨励 

 

■ 令和３年２月「統計行政運営ビジョン」、

「政府統計職員の心得」を策定 

 

【②業務の仕組みの改善（ＰＤＣＡサイクルの確立）】 

■ 業務の中にＰＤＣＡの考え方を取り入れ、Ｐｌａｎ（目的・

標準）の目的・方法を明らかにするマニュアル等を作成し、

ＰＤＣＡサイクルを回して継続的に業務を改善 

■ 標本設計、集計手順など、統計の作成に関する「標準」を

示すマニュアル等の整備・共有 

   （マニュアル等は、ＰＤＣＡを回す中で常に見直し、改善してい

くことが必要） 

■ 標本設計（母集団の定義、標本抽出方法等）、推計方法等の

明確な記述、それを踏まえた理論的・実務的な妥当性の確認 

 

■ 令和３年９月「統計作成ガイドブック」

（試行版）を策定 

■ 令和３年 10月以降、統計作成プロセス診

断において要求事項を策定し、試行とし

て統計作成府省のマニュアルの整備状況

等を確認 

■ 承認申請等に関する事務マニュアルを全

面改正（令和２年９月） 

【③問題の未然防止、早期発見等】 

■ 調査実務に関する課題 

 ・遅延発生への対策、発生時の適切な処理方法 

  ・回答者の負担や地方公共団体における調査実務への配慮 

 

■ 令和３年 10月以降、統計作成プロセス診

断において要求事項を策定し、試行 

■ 承認申請等に関する事務マニュアルを全

面改正（令和２年９月） 

■ システム等に関する課題 

 ・業務内容の変更に対応した機動的なシステム改修が行えな

いという問題（システムの硬直性）がなかったか 

・業務内容の変更時における、業務全体のシステムのレビュー 

（鳥の目、虫の目） 
  ← H25の欠測値補完処理の導入時にレビューを行っていれば、

二重計上を防げた可能性 

・システムの定期的な見直し 

■ 令和３年 10月以降、統計作成プロセス診

断において要求事項を策定し、試行 

 

■ 人材に関する課題 

・専門人材の確保・育成 

・初めての人も育成する「学び」の機会・動機付け 

・専門的知見がある者と相談ができる環境・体制作り 

■ 令和２年度以降、統計データアナリスト

等のレベル別研修コースを開設 

■ 統計作成支援センター（統計業務相談窓

口）を令和元年８月に開設 

【④問題発見時の対応】 

■ 誤り発見後の対応における課題 

・誤り発見後の対応ルールの浸透・徹底 

・誤りを発見・報告した者に不利益が生じない環境づくり 

 

■ 令和元年７月に分析審査官を各府省に配置 

■ 令和２年６月に誤り発見後の対応ルール

を策定 

【⑤その他】 

■ 今後の取組における優先度の考慮 

■ 月次統計の業務スケジュールの時間的制約の考慮 

 

２月 16 日 第２回 公的統計品質向上のための特別検討チーム会合 資料１－２ 


	空白ページ

